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附則

第１章 総則

（趣旨）

第１条 この訓令は、自衛隊の施設の取得等（民間資金等の活用による公共施設等の整備

等の促進に関する法律（平成１１年法律第１１７号）に基づき実施する自衛隊の施設の

整備等を除く。）に係る業務の実施手続に関し必要な事項を定めるものとする。

第２条 削除

（適用）

第３条 防衛省における自衛隊の施設の取得等については、法令又はこれらに基づく特別

の定めのあるもののほか、この訓令の定めるところによる。

（定義）



第４条 この訓令において用いる次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に掲

げるとおりとする。

（１） 「施設」とは、自衛隊の用に供する土地、建物、立木、その他土地に定着する物

件及び土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第５条に掲げる権利をいう。

（２） 「施設の取得等」とは、施設の取得（使用を含む。）並びに土地収用法第５条の

権利の消滅又は制限（自衛隊の訓練等に必要な制限水域の設定及びこれに伴う損失

補償に関する訓令（平成１９年防衛省訓令第６３号）の定めるところにより行うも

のを除く。）、自衛隊の用に供する国有財産の所管換、所属替、用途変更、用途廃

止及び処分並びにこれらに伴う補償をいう。

（３） 「工事」とは、建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２条第１項に定める建

設工事並びにこれに付随する測量等の調査、設計及び監理その他の事業をいう。

（４） 「業務計画」とは、防衛諸計画の作成等に関する訓令（平成２７年防衛省訓令第

３２号）第３条第１項第４号に規定する年度業務計画をいう。

（５） 「幕僚長等」とは、防衛大学校長、防衛医科大学校長、防衛研究所長、統合幕僚

長、陸上幕僚長、海上幕僚長、航空幕僚長、情報本部長、防衛監察監及び防衛装備

庁長官をいう。

（６） 「地方防衛局長等」とは、地方防衛局長、地方防衛支局長（長崎防衛支局長を除

く。）及び名護防衛事務所長をいう。

（７） 「取得等要求機関の長」とは、施設の取得等の計画又は実施について、地方防衛

局長等に対し協議又は必要な連絡を行うべき次に掲げる者をいう。

ア 防衛省本省の施設等機関にあっては、当該施設等機関の長

イ 統合幕僚監部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部及び航空幕僚監部にあっては、当該

幕僚長

ウ 各幕僚長の監督を受ける部隊及び機関にあっては、各幕僚長が指定する者

エ 情報本部にあっては、情報本部長

オ 防衛監察本部にあっては、防衛監察監

カ 防衛装備庁にあっては、防衛装備庁長官

キ アからカまでに掲げる者から委任を受けた者

（８） 「直轄工事」とは、地方防衛局又は地方防衛支局（東海防衛支局及び長崎防衛支

局を除く。）若しくは名護防衛事務所が工事の施行を部外に発注するものをいう。

（９） 「委託工事」とは、防衛大臣又はその委任を受けた者が工事の施行を防衛省以外

の国の行政機関又は地方公共団体等（以下「施行受託機関」という。）に委託する

ものをいう。

（１０） 「部隊施工工事」とは、陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の部隊又は機

関が施工を行うものをいう。

（１１） 「部隊外注工事」とは、取得等要求機関の長が工事の施行を部外に発注するも

のをいう。

（１２） 「供用事務担当官」とは、防衛省所管国有財産（施設）の取扱いに関する訓令

（昭和３８年防衛庁訓令第３０号）第２条第５号に規定する供用事務担当官を

いう。

（予算要求資料の作成）

第５条 幕僚長等は、業務計画に基づき、施設の取得等に係る予算概算要求書の資料を作

成する場合には、次の各号に掲げる事項について、その所掌業務に応じて整備計画局長、

地方協力局長及び地方防衛局長等の技術的協力を求め、その意見を聴くものとする。

（１） 施設の取得等の方法

（２） 施設の取得等のために要する経費の積算に関する事項



（３） 施設の取得等のための附帯条件の処理方法

（４） 工事の計画内容及び基準

（５） 工事の設計及び監理費の計上等

（６） その他施設に関する事項

２ 地方防衛局長等は、前項の技術的協力を行った場合には、速やかに、その内容を整備

計画局長に通知するものとする。

３ 前２項の規定は、施設の取得等に係る補正予算の資料を作成する場合について準用す

る。この場合において、「幕僚長等は、業務計画に基づき」とあるのは「幕僚長等は」

と読み替えるものとする。

第２章 基本計画書の作成等

（基本計画書の作成等）

第６条 幕僚長等は、整備計画局長と協議の上、工事による施設の取得等にあっては別紙

様式第１に従い、その他の方法による施設の取得等にあっては別紙様式第２に従い基本

計画書の案を年度開始前にあらかじめ準備し、予算成立後５日以内に当該予算の範囲内

において基本計画書を作成し、防衛大臣の承認を受けるものとする。

２ 幕僚長等は、前項の規定に基づく基本計画書の作成を要しなかった場合で、予算成立

後において事情の変更等により、基本計画書の作成が必要となった場合には、前項の規

定を準用する。この場合において、前項中「基本計画書の案を年度開始前にあらかじめ

準備し、予算成立後５日以内に当該」とあるのは「速やかに」と読み替えるものとする。

３ 防衛大臣は、基本計画書を承認した場合には、その旨を地方防衛局長等に通知するも

のとする。

（基本計画書の変更）

第７条 幕僚長等は、事情の変更、補正予算の成立その他の事由により、基本計画書に記

載された事項について次の各号のいずれかに該当する変更を行おうとするときは、整備

計画局長とあらかじめ協議の上、工事による施設の取得等にあっては別紙様式第３に従

い、その他の方法による施設の取得等にあっては別紙様式第４に従い変更基本計画書を

速やかに作成し、防衛大臣の承認を受けるものとする。この場合において、補正予算の

成立に伴う変更基本計画書の作成はその成立後５日以内に当該予算の範囲内において行

うものとし、第１０条第２項の規定による変更基本計画書の作成は整備計画局長と協議

を要しないものとする。

（１） 工事による施設の取得等の場合

ア 工事項目の追加又は削除

イ 基本計画書（項目別）の工事計画欄の事項の追加又は削除

ウ 数量の１０パーセント以上の増減

エ 金額の１０パーセント以上又は３，０００万円以上の増

（２） その他の方法による施設の取得等の場合

ア 取得等の案件の追加又は削除

イ 取得等の方法の変更

ウ 数量の１０パーセント以上の増減

エ 金額の５００万円以上の増

２ 前条第３項の規定は、変更基本計画書の承認について準用する。

３ 整備計画局長、幕僚長等及び地方防衛局長等は、変更基本計画書の承認を受けたとき

は、次条、第９条及び第１２条の規定に準じて必要な手続を行うものとする。

第３章 実施計画書の作成等

第１節 実施計画書の作成等

（実施計画書の作成等）



第８条 幕僚長等は、第６条に規定する基本計画書の承認を受けたときは、実施計画書の

作成に必要な資料を整備計画局長に送付するとともに、施設の取得等に関し必要な事

項を取得等要求機関の長に指示するものとする。

２ 整備計画局長は、幕僚長等から実施計画書の作成に必要な資料の送付を受けたときは、

当該資料を管轄の地方防衛局長等に送付するものとする。

３ 地方防衛局長等は、防衛大臣から第６条第３項の通知を受けたときは、前項の規定に

より整備計画局長から送付された資料に基づき、取得等要求機関の長と連絡調整の上、

工事による施設の取得等にあっては別紙様式第５に従い、その他の方法による施設の取

得等にあっては別紙様式第６に従い実施計画書を作成するものとする。ただし、実施計

画書を作成するにあたり、前項で規定する資料を要しない施設の取得等については、防

衛大臣から基本計画書を承認した旨の通知を受けたときには、取得等要求機関の長と連

絡調整の上、各別紙様式に従い実施計画書を作成するものとする。

４ 前項の規定に関わらず、国有財産の無償使用、無償所管換、所属替、用途変更及び用

途廃止並びに民公有財産の寄付受納及び無償使用については、実施計画書を作成するこ

となく、直ちに実施できるものとする。

５ 整備計画局長は、地方防衛局長等の作成した実施計画書について審査し、幕僚長等と

協議するものとする。

（実施の指示等）

第９条 整備計画局長は、第８条第５項に規定する協議を終了したときは、実施計画書に

基づく施設の取得等の実施を管轄の地方防衛局長等に指示するとともに、当該実施計画

書（防衛省組織令（昭和２９年政令第１７８号）第９条第４号に規定する地方協力局の

所掌に属する施設の取得に係るものに限る。）を地方協力局長に送付するものとする。

（実施計画書の変更）

第１０条 地方防衛局長等は、実施計画書の変更を行おうとするときは、工事による施設

の取得等にあっては別紙様式第７に従い、その他の方法による施設の取得等にあっては

別紙様式第８に従い変更実施計画書を作成し、第８条第３項から第５項まで及び前条の

規定に準じて手続を行うものとする。

２ 整備計画局長は、実施計画書の変更のため基本計画書の変更を必要とするときは、幕

僚長等に基本計画書の変更を求めるものとする。

（実施計画書の変更手続を要しない場合）

第１１条 工事による取得等の実施計画書にあっては、前条第１項の規定にかかわらず、

支出負担行為計画の示達された直轄工事で同一実施計画書項目名称内のものについて見

積経費に過不足を生じた場合において、実施計画書の趣旨に反しないときは、地方防衛

局長等は、取得等要求機関の長と協議の上、実施計画書の変更手続をとることなく、示

達経費の範囲内において処理することができる。

第２節 実施等

（実施）

第１２条 地方防衛局長等は、整備計画局長から施設の取得等の実施の指示を受けたとき

は、実施計画書（第８条第３項の規定に基づき作成したものをいい、同条第５項に規定

する協議を終了したものに限る。）及び同条第１項の規定に基づき整備計画局長から送

付された資料に基づき、取得等要求機関の長と連絡調整の上、施設の取得等について必

要な処理を行うものとする。

（工事による取得等に関する連絡調整）

第１３条 地方防衛局長等は、工事による取得等の計画、設計及び施工等について取得等

要求機関の長と緊密に連絡調整を行い、予算の範囲内で工事による取得等の完全な実現

を期するよう努めるものとする。



第４章 部隊施工工事、部隊外注工事及び臨時的施設等の使用

第１節 部隊施工工事

（部隊施工工事の承認）

第１４条 幕僚長等は、建設工事の実施が自衛隊の訓練に適合する場合には、部隊施工工

事について基本計画書を作成し、防衛大臣の承認を求めることができる。

（部隊施工工事の実施者）

第１５条 部隊施工工事は、次の各号に掲げる者が実施するものとする。

(１) 方面総監

(２) 地方総監

(３) 航空集団司令官

(４) 教育航空集団司令官

(５) 航空方面隊司令官

(６) 航空支援集団司令官

(７) 航空教育集団司令官

(８) 航空自衛隊補給本部長

(９) 前各号に掲げるもののほか、防衛大臣が指定する者

（実施計画書の作成等）

第１６条 幕僚長は、部隊施工工事について基本計画書の承認を受けたときは、前章の規

定にかかわらず、取得等要求機関の長に対し、基本計画書の写し及び実施計画書の作成

に必要な資料を送付するとともに、部隊施工工事について必要な事項を指示するものと

する。

２ 取得等要求機関の長は、幕僚長から基本計画書の写し及び実施計画書の作成に必要な

資料の送付を受けたときは、部隊施工工事の実施者に必要な資料を送付するものとする。

３ 部隊施工工事の実施者は、取得等要求機関の長から送付された資料に基づき取得等要

求機関の長と連絡調整の上、別紙様式第５に従い実施計画書を作成し、幕僚長に送付す

るものとする。

４ 幕僚長は、部隊施工工事の実施者の作成した実施計画書について審査し、整備計画局

長と技術的事項について協議するものとする。

５ 幕僚長は、部隊施工工事の実施計画書について、第４項に規定する協議を終了したと

きは、その旨を部隊施工工事の実施者に通知するとともに、その実施を命ずるものとす

る。

６ 幕僚長及び部隊施工工事の実施者は、実施計画書の変更を行おうとするときは、変更

実施計画書を作成し、第３項から前項までの規定に準じて手続を行うものとする。

（部隊施工工事の特例）

第１７条 幕僚長等は、その監督下にない部隊施工工事の実施者による部隊施工工事を必

要とする場合において、第１４条の規定により防衛大臣の承認を求めるときには、あら

かじめ当該部隊施工工事の実施者を監督する陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長（以

下「担任幕僚長」という。）の意見を求め、その意見を添えるものとする。

２ 幕僚長等は、部隊施工工事の基本計画書について防衛大臣の承認を受けたときは、基

本計画書の写し及び実施計画書の作成に必要な資料を担任幕僚長に送付するとともに、

部隊施工工事に関し必要な事項を取得等要求機関の長に指示するものとする。

３ 担任幕僚長は、幕僚長等から基本計画書の写し及び実施計画書の作成に必要な資料の

送付を受けたときは、部隊施工工事の実施者に必要な資料を送付するものとする。

４ 部隊施工工事の実施者は、担任幕僚長から送付された資料に基づき取得等要求機関の

長と連絡調整の上、別紙様式第５に従い実施計画書を作成し、担任幕僚長に送付するも

のとする。



５ 担任幕僚長は、部隊施工工事の実施者の作成した実施計画書について審査し、整備計

画局長と技術的事項について協議するものとする。

６ 担任幕僚長は、部隊施工工事の実施計画書について、第５項の規定に規定する協議を

終了したときは、その旨を部隊施工工事の実施者に通知するとともに、その実施を命ず

るものとする。

７ 担任幕僚長及び部隊施工工事の実施者は、実施計画書の変更を行おうとするときは、

変更実施計画書を作成し、第４項から前項までの規定に準じて手続を行うものとする

（連絡調整）

第１８条 地方防衛局長等（東海防衛支局長を除く。第２８条第１項において同じ。）は、

部隊施工工事の実施者から求めがあった場合には、技術的協力を行うものとする。

第２節 部隊外注工事

（部隊外注工事の承認）

第１９条 幕僚長等は、次の各号のいずれの条件にも該当する場合には、部隊外注工事に

ついて基本計画書を作成し、防衛大臣の承認を求めることができる。

（１） 当該工事の工事費が１件２５０万円未満であること。

（２） 工事の実施が技術的に軽易であること。

（３） 工事の施工場所の立地条件、部隊配置の関係等の理由により、部隊外注工事によ

ることが工事の工程管理上適当であること。

２ 部隊外注工事は、前項のほか特に防衛大臣が指定した場合に行うものとする。

（部隊外注工事の実施者）

第２０条 部隊外注工事は、幕僚長等の指定する者が実施するものとする。

（実施計画書の作成等）

第２１条 幕僚長等は、第１９条に規定する防衛大臣の承認を受けたときは、前章の規定

にかかわらず、取得等要求機関の長に対し、基本計画書の写し及び実施計画書の作成に

必要な資料を送付するとともに実施計画書の作成を命ずるものとする。

２ 取得等要求機関の長は、別紙様式第５に従い実施計画書を作成し、幕僚長等に送付す

るものとする。

３ 幕僚長等は、取得等要求機関の長の作成した実施計画書について審査し、整備計画局

長と技術的事項について協議するものとする。

４ 幕僚長等は、部隊外注工事の実施計画書について前項に規定する協議を終了したとき

は、その旨を取得等要求機関の長に通知するとともに、その実施を命ずるものとする。

５ 幕僚長等及び取得等要求機関の長は、実施計画書の変更を行おうとするときは、変更

実施計画書を作成し、第２項から前項までの規定に準じて手続を行うものとする。

第３節 臨時的施設等の使用

第２２条 臨時的な施設又は地方防衛局及び地方防衛支局（長崎防衛支局を除く。）から

遠隔の地に所在し、かつ、対価が低額な施設の使用について、幕僚長等が、この訓令の

規定により地方防衛局長等が行うべき手続を取得等要求機関の長が行うことが適当であ

ると認め、地方協力局長と連絡調整の上、基本計画書にその事情を付記して防衛大臣の

承認を得た場合においては、当該手続は取得等要求機関の長が行うものとする。

２ 前条の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第２項中「別

紙様式第５」とあるのは「別紙様式第６」と読み替えるものとする。

第５章 国有財産の登録及び供用

（委託工事の確認及び受領）

第２３条 地方防衛局長等は、施行受託機関から工事完成の通知を受けた場合には、その

完成を確認した後、国有財産台帳に登録する必要のあるものについては国有財産目録書

とともに、当該施設を受領するものとする。



（部隊施工工事の登録資料の送付）

第２４条 部隊施工工事の実施者は、完成した施設のうち、国有財産台帳に登録する必要

のあるものについては、登録に必要な資料を、速やかに管轄の地方防衛局長等に送付す

るものとする。

（部隊外注工事の登録資料の送付）

第２５条 部隊外注工事の実施者は、工事の完成検査に合格した施設を工事請負業者から

受領した場合において、国有財産台帳に登録する必要のあるものがあるときは、速やか

に、登録に必要な資料を管轄の地方防衛局長等に送付するものとする。

（臨時的な施設等の登録資料の送付）

第２６条 取得等要求機関の長は、第２２条に規定する施設の取得等の手続が終了したと

きは、速やかに、財産登録に必要な資料を管轄の地方防衛局長等に送付するものとする。

（供用）

第２７条 地方防衛局長等は、自衛隊の用に供するための施設の取得等の処理を終えたと

きは、当該施設を供用事務担当官に供用するものとする。

２ 民公有財産の供用手続については、国有財産の供用手続の例による。

第６章 工事に係る報告

（工事契約締結の報告等）

第２８条 地方防衛局長等は、直轄工事の契約締結後、工事契約締結報告書（別紙様式第

９）を月ごとに作成し、各月の翌月１５日までに防衛大臣に提出するとともに、その写

しを取得等要求機関の長に送付しなければならない。

２ 地方防衛局長等は、施行受託機関が委託工事に係る工事の契約を締結した場合には、

施行受託機関に対し必要な資料の提出を求め、前項の工事契約締結報告書（別紙様式第

９）を月ごとに作成し、各月の翌月１５日までに防衛大臣に提出するとともに、その写

しを取得等要求機関の長に送付しなければならない。

３ 部隊外注工事の実施者は、部隊外注工事の契約締結後、工事契約締結報告書（別紙様

式第９）を月ごとに作成し、各月の翌月１５日までに幕僚長等に提出しなければならな

い。

４ 幕僚長等は、前項の規定により提出を受けた報告書を四半期ごとに取りまとめ、各四

半期末の翌月末日までに防衛大臣に提出しなければならない。

（工事中の事故報告等）

第２９条 地方防衛局長等は、直轄工事又は委託工事の施工中において工事の遂行に支障

を来すおそれのある事故が発生した場合には、直ちに、防衛大臣に報告するとともに、

取得等要求機関の長に通報するものとする。

２ 整備計画局長は、前項に規定する報告があった場合には、直ちに、その処理について

幕僚長等と協議しなければならない。

３ 部隊施工工事の実施者は、部隊施工工事実施中において工事の遂行に支障をきたすお

それのある事故が発生した場合には、直ちに、担任幕僚長を経由して防衛大臣に報告す

るとともに、担任幕僚長は、その処理について幕僚長等と協議するものとする。

４ 部隊外注工事の実施者は、部隊外注工事の施工中において工事の遂行に支障をきたす

おそれのある事故が発生した場合には、直ちに幕僚長等を経由して防衛大臣に報告しな

ければならない。

（工事完成の報告等）

第３０条 地方防衛局長等は、直轄工事又は委託工事により完成した施設を工事請負業者

又は施行受託機関から受領した場合には、当該工事の工事完成状況報告書（別紙様式第

９）を月ごとに作成し、各月の翌月１５日までに整備計画局長に提出するとともに、四

半期ごとにその写しを各四半期末の翌月１５日までに取得等要求機関の長に送付しなけ



ればならない。

２ 部隊施工工事の実施者は、部隊施工工事により施設が完成した場合には、工事完成報

告書（別紙様式第１０）を月ごとに作成し、各月の翌月１５日までに担任幕僚長に提出

するとともに、四半期ごとにその写しを各四半期末の翌月１５日までに取得等要求機関

の長に送付しなければならない。

３ 部隊外注工事の実施者は、部隊外注工事により完成した施設を工事請負業者から受領

した場合には、当該工事の工事完成状況報告書（別紙様式第９）を月ごとに作成し、各

月の翌月１５日までに幕僚長等に提出しなければならない。

（契約不適合の修補）

第３１条 取得等要求機関の長は、直轄工事又は委託工事により完成した施設について、

当該施設が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないこと（以下「契約不適合」

という。）を認めた場合は、速やかに、地方防衛局長等に通知するものとする。

２ 地方防衛局長等は、契約不適合の修補の請求を行うか否かの決定及び契約不適合の修

補の内容の決定に当たっては、取得等要求機関の長と調整を行うものとし、これらを

決定したときは、速やかに、その内容を取得等要求機関の長に通知するものとする。

第７章 雑則

（工事完成前の使用）

第３２条 地方防衛局長等は、工事完成前の施設について、供用事務担当官からその使用

について要請があった場合には、直轄工事については供用事務担当官と、委託工事につ

いては供用事務担当官及び施行受託機関とそれぞれ協議の上、当該施設の管理の責任を

明確にし、その他適切な措置をとった後、使用させることができる。

（防衛省本省の内部部局庁舎等の工事等）

第３３条 大臣官房会計課に所属する国有財産（幕僚長等の要求に係るものを除く。）の

取得等のうち、工事によるものの取扱手続については、この訓令を準用する。この場合

において、「幕僚長等」とあり、及び「取得等要求機関の長」とあるのは「大臣官房長」

と、「供用事務担当官」とあるのは「大臣官房会計課長」と読み替えるものとする。

２ 北関東防衛局長は、工事の完成検査に合格した施設を工事請負業者から受領した場合

には、国有財産台帳に登録する必要があるものについては、速やかに、必要な資料を大

臣官房会計課長に送付するものとする。

（取得等についての協力）

第３４条 幕僚長等又は取得等要求機関の長は、必要な場合に、整備計画局長、地方協力

局長及び地方防衛局長等に対し、所掌に係る取得等の事務について技術的協力及び意見

を求めることができる。

（負担金工事等）

第３５条 施設整備費により納付すべき負担金に係る相手方の工事は、基本計画書の作成、

実施計画書の作成及び報告の手続については自衛隊の施設の取得等に係るものとみな

す。

２ 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法（昭和３２年法律第１１５号）第５条の

規定に基づき特定国有財産整備計画の決定がなされ、防衛省において施行することとさ

れた工事の実施に必要な基本計画書の作成、基本計画書の変更、実施計画書の作成、実

施計画書の変更及び工事に係る報告の手続については、第６条から第１０条まで、第１

６条から第１８条まで及び第２８条から第３１条までの規定を準用する。この場合にお

いて、第６条第１項中「予算成立後５日以内」とあるのは「整備計画の決定後５日以内」

と読み替えるものとする。

３ 防衛省以外の国の行政機関又は地方公共団体等から工事等に関する事務の委任を受

け、防衛省において施行することとされた工事の実施に必要な基本計画書の作成、基本



計画書の変更、実施計画書の作成、実施計画書の変更及び工事に係る報告の手続につい

ては、第６条から第１０条まで及び第２８条から第３１条までの規定を準用する。この

場合において、第６条第１項及び第２項並びに第７条第１項に規定する防衛大臣の承認

は、防衛大臣が幕僚長等及び地方防衛局長等に工事計画書を通知することをもってなさ

れたものとみなす。

（委任規定）

第３６条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の実施に関し必要な事項は、整備計画

局長、地方協力局長及び幕僚長等がそれぞれその所掌に属する事務について定めるもの

とする。

２ 整備計画局長、地方協力局長及び幕僚長等は、前項の規定により必要な事項を定めた

ときは、その内容を防衛大臣に報告するものとする。

附 則

（施行期日）

１ この訓令は、平成１９年９月１日から施行する。

（建設工事に関する訓令の廃止）

２ 建設工事に関する訓令（昭和４１年防衛庁訓令第７号）は廃止する。

（経過措置）

３ この訓令による廃止前の建設工事に関する訓令（以下「旧訓令」という。）の規定に

より防衛大臣の承認を受け、又は防衛施設庁長官が適当と認めた次の表の左欄に掲げる

文書は、それぞれ同表の右欄に掲げる改正後の防衛省における自衛隊の施設の取得等に

関する訓令（以下「新訓令」という。）の規定により防衛大臣の承認を受け、又は装備

施設本部長が指示を行った文書とみなす。

旧訓令第１０条の規定により防衛大臣の 新訓令第６条第１項の規定により防衛大

承認を受けた工事基本計画書 臣の承認を受けた工事による施設の取得

等に係る基本計画書

旧訓令第１１条第１項の規定により防衛 新訓令第７条第１項の規定により防衛大

大臣の承認を受けた変更工事基本計画書 臣の承認を受けた工事による施設の取得

等に係る変更基本計画書

旧訓令第１３条第４項の規定により防衛 新訓令第８条第５項又は第１６条第５項

大臣の承認を受けた工事実施計画書 の規定により防衛大臣の承認を受けた工

事による施設の取得等に係る実施計画書

旧訓令第１３条第４項の規定により防衛 新訓令第１０条第１項の規定により防衛

大臣の承認を受けた変更工事実施計画書 大臣の承認を受けた工事による施設の取

得等に係る変更実施計画書

旧訓令第１３条第４項ただし書き場合に 新訓令第９条第１項の規定により装備施

おいて同条第５項の規定により防衛施設 設本部長が幕僚長等と協議を終了した工

庁長官が適当であると認めた変更工事実 事による施設の取得等に係る変更実施計

施計画書 画書



旧訓令第２１条第２項の規定により防衛 新訓令第１６条第７項の規定により防衛

大臣の承認を受けた変更実施計画書 大臣の承認を受けた工事による施設の取

得等に係る変更実施計画書

４ 旧訓令第１６条の２第２項の規定により防衛施設庁長官が定めた計画をこの訓令の施

行日以降変更する場合は、装備施設本部長が同条第１項の通知を受けた予算額の範囲内

において変更計画を定め、管轄する地方防衛局長等に通知するものとする。

附 則（平成２０年 ５月 ２日省訓第３６号)

この訓令は、平成２０年 ５月 ２日から施行する。

附 則（平成２３年 ４月 １日省訓第１６号)

（施行期日）

１ この訓令は、平成２３年４月１日から施行する。

附 則（平成２３年 ３月２９日省訓第１２号)

（施行期日）

１ この訓令は、平成２４年４月１日から施行する。

附 則（平成２７年１０月１日省訓第３９号) （抄）

（施行期日）

第１条 この訓令は、平成２７年１０月１日から施行する。

（防衛省における自衛隊の施設の取得等に関する訓令の一部改正に伴う経過措置）

第９条 この訓令による改正前の防衛省における自衛隊の施設の取得等に関する訓令（以

下この条において「旧訓令」という。）第６条第１項及び第７条第１項（第３３条第１

項において準用する場合を含む。）の規定により技術研究本部長、装備施設本部長又は

経理装備局長が作成し防衛大臣の承認を受けた基本計画書及び変更基本計画書について

は、この訓令による改正後の防衛省における自衛隊の施設の取得等に関する訓令（以下

この条において「新訓令」という。）第６条第１項及び第７条第１項（第３３条第１項

において準用する場合を含む。）の規定により防衛装備庁長官又は整備計画局長が作成

し防衛大臣の承認を受けたものとみなす。

２ 前項の場合において、装備施設本部長が作成し防衛大臣の承認を受けた基本計画書及

び変更基本計画書に係る事務のうち、直轄工事に係るものであって、かつ、装備施設本

部長が発注することとされていたものについては、整備計画局長がその事務を引き継ぐ

ものとする。

３ 旧訓令第８条第４項（第１０条第１項において準用する場合を含む。）の規定により

装備施設本部長が審査し幕僚長等又は装備施設本部長と協議した実施計画書及び変更実

施計画書については、新訓令第８条第５項（第１０条第１項において準用する場合を含

む。）の規定により整備計画局長が審査し幕僚長等又は整備計画局長と協議したものと

みなす。

４ 旧訓令第１６条第４項（同条第８項において準用する場合を含む。）、第１７条第５

項及び第２１条第３項の規定により幕僚長、担任幕僚長及び幕僚長等がそれぞれ装備施

設本部長と協議した実施計画書及び変更実施計画書については、新訓令第１６条第４項

（同条第６項において準用する場合を含む。）、第１７条第５項及び第２１条第３項の



規定により整備計画局長と協議したものとみなす。

５ 旧訓令第１６条第５項（同条第８項において準用する場合を含む。）、第１７条第６

項及び第２１条第４項の規定により特に防衛大臣が指定し承認した実施計画書及び変更

実施計画書については、新訓令第１６条第４項（同条第６項において準用する場合を含

む。）、第１７条第５項及び第２１条第３項の規定により整備計画局長と協議したもの

とみなす。

附 則（平成２９年 ６月２３日省訓第３９号）

この訓令は、平成２９年７月１日から施行する。

附 則（平成３０年１０月１７日省訓第４３号）

この訓令は、平成３０年１２月１日から施行する。

附 則（令和 ２年 ３月２７日省訓第１５号）

この訓令は、令和２年４月１日から施行する。

附 則（令和 ３年 ６月２９日省訓第３１号）

この訓令は、令和３年７月１日から施行する。

附 則（令和 ６年 ８月３０日省訓第３００号）

この訓令は、令和６年８月３０日から施行する。



別紙様式第１（第６条関係）

（表 紙）

基 本 計 画 書（ 工 事 ）

作成者名

１ 年 度

２ 成立予算総額

３ 項 目 番 号 第１号～第 号

４ そ の 他

（注）

１ この基本計画書は、各幕僚監部等別に作成する。

２ 項目番号は、基本計画書（項目別）に記入した項目番号が何号まである

かを示す。

（総括表）

基本計画書（総括）

項目番号 項 目 名 称 実行計画額 備 考

計



（項目別内訳）

基 本 計 画 書（項目別）

令和 年度

項 目 番 号 項 目 名 称

１

２ 実 施 方 法

３ 工 事 目 的

４ 工 事 場 所

５ 管 轄 区 分 取得等要求機関の長 供 用 事 務 担 当 官

６ 予 算 成立予算 概計予算 実行計画額

７ 完成希望年月日 年 月 日

８ 工 事 計 画

事 項 構 造 数 量 金 額 備 考

９ 財 産 関 係

10 参 考



（注）１ この基本計画書（項目別）は、各項目１件ごとに各１葉ずつ作成し、原則とし

て、直轄工事、部隊施工工事、部隊外注工事及び委託工事の順に、また、その工

事の実施方法別の中は、建設場所により北から順に、さらに、その建設場所別の

中は、直轄工事にあっては地方防衛局又は地方防衛支局（東海防衛支局及び長崎

防衛支局を除く。以下同じ。）若しくは名護防衛事務所が部外への発注を行うも

のの順に整理するものとする。

２ 項目番号は、当該年度を通じ、全体に一連番号を付するものとし、項目のとり

方は、原則として予算参照書の項目により、その名称は、できるだけ簡潔に内容

を示すようにする。

３ 実施方法の欄には、直轄工事、部隊施工工事、部隊外注工事又は委託工事の別

及び直轄工事にあっては部外への発注を行う地方防衛局、地方防衛支局又は名護

防衛事務所の別を記入するものとする。

４ 概計予算欄には、支出負担行為の実施計画についての承認額を記入する。

５ 基本計画書作成時において、一部計画未確定の工事については、項目名称を括

弧書きし、その時点において判明している計画事項及び当該工事に充当し得ると

考えられる予算額を実行計画額欄に記入し、当該工事の計画確定後変更基本計画

書をもって変更するものとする。

６ この基本計画書（項目別）には、原則として案内図、配置図等を添付するもの

とし、参考欄にその旨を付記するものとする。



別紙様式第２（第６条関係）

基 本 計 画 書

作成者名

物件 予算 管轄区分

件名 目的 取得等 取得等工事関備考

方 法所在区分数量所有成立額計画額 取得等要求供用事務時 期係事項

種目 関係 機関の長担当官

合計

（注）

１ 件名欄は、「○○基地拡張」のように取得等をしようとする施設名に取得等の要

旨を記載すること。

２ 取得等の方法欄は、「購入」、「補償」、「所管換」その他第４条第２号に掲げる施

設の取得等の区分に従つて記載すること。

３ 記載の順序は、演習場、飛行場、宿舎等施設の種類ごとにとりまとめ種類の異な

るごとに別葉とし、同一の種類にあつては施設に一連番号を付すること。

４ 所有関係欄は、取得等をしようとする物件の所有者の区分（民有、公有、普通財

産、省庁別行政財産、特別会計財産等の別）を記載すること。

５ 「使用」にあつては、「地方防衛局等担当」、「取得等要求機関担当」の実施区分

を備考欄に記載すること。

６ この基本計画書作成時において、一部計画未確定の取得等については、当該事案

を括弧書きし、その時点において判明している計画事項及びこれに充当しうると考

えられる予算額を計画額欄に記載し、当該取得等の計画確定後変更基本計画書をも

つて変更するものとする。

７ 計画内容を明示する図面を添付すること。

８ 重要な事案で説明を要するものについては、参考資料を添付すること。



別紙様式第３（第７条関係）

変 更 基 本 計 画 書（ 工 事 ）

年 月 日

作 成 者 名

１ 項目番号・項目名称

２ 変 更 事 項

事 項 原 基 本 計 画 変 更 基 本 計 画

３ 変更を必
要とする
事由等

（注）１ この変更基本計画書は、変更を要する項目についてのみ、それぞれ

作成するものとする。

２ 項目番号は、原基本計画の一部をこの変更基本計画によって変更

する場合には、枝番を付するものとする。

３ 項目の追加の場合には、変更基本計画欄に「別紙のとおり」と

記入し、別紙として、当該項目の基本計画書（項目別）を添付する

ものとする。



別紙様式第４（第７条関係）

変 更 基 本 計 画 書

年 月 日

作 成 者 名

１．件 名

２．件番号

３．変更事項

事 項 原基本計画 変更基本計画

４．変更を必要とする

事由

５．特記事項



別紙様式第５（第８条、第８条の２、第１６条、第１７条、第２１条関係）

実 施 計 画 書（ 工 事 ）

年 月 日

作 成 者 名

１
項 目 番 号 ・

項 目 名 称

２ 工 事 場 所

３ 用地種別及び面積

４ 工 期 ～

５ 添 付 図 面 名

６ 特 記 事 項

７ 要示達（支出委任）工事費

工事別 示達（支出委任）先名 示達（支出委任）工事費 備 考

８ 工 事 費 内 訳

事 項 構 造 数 量 単 価 金 額 備 考

合 計

（注）１ 特記事項欄には、幕僚長等との協議済年月日等を記入する。

２ 添付図面は、原則として、案内図、配置図、工事の主要部分の平

面図及び屋外配線配管系統図とする。



別紙様式第６（第８条関係）

取 得 ． 補 償
不動産 実施計画書

使用．有償所管換

年 月 日

作 成 者 名

１．件 名

２．基本計画関係 上申年月日 番号 防衛大臣承認番号 予算額

３．所在地．筆数及び

所有者数

４．区分 種目 数量 区分 種目 数量 単価 金額 備考

及び予定価格

台帳面積

５．契約の相手方

住所氏名

６．示達関係 示達先名 区 分 金 額

（防衛省）

（項）

（目）

（目の細分）

７．価格算定事項

８．特記事項 ａ．承認書提出予定 名 年 月 日提出

ｂ．契約締結予定日 年 月 日



別紙様式第７（第１０条関係）

変 更 実 施 計 画 書（ 工 事 ）

年 月 日

作 成 者 名

１ 項目番号・項目名称

２ 変 更 事 項

事 項 原 実 施 計 画 変更事実施計画

３ 変更を必要とする事由

４ 特 記 事 項

（注）特記事項欄には、幕僚長等との協議済年月日等を記入する。



別紙様式第８（第１０条関係）

変 更 実 施 計 画 書

年 月 日

作 成 者 名

１．件 名

２．変更事項

事 項 原実施計画 変更実施計画

３．変更を必要とする

事由

４．特記事項



別紙様式第９（第２８条、第３０条関係）

工事契約締結・工事完成状況報告書

年 月 日

基本計画額 示達額
工期

（千円） （千円） 完成検
局等名 分類 機関名 番号 基本計画項目 予算 契約日 契約額 備考

査日
工事件名 始 終

（機関） 計

（分類） 計

（局） 計

注：１ 分類欄には、一般、宿舎、支出委任等を記入する。

２ 番号欄には、基本計画番号を記入する。

３ 予算欄には、単歳、２国、３国等を記入する。



別紙様式第１０（第３０条関係）

工 事 完 成 報 告 書

年 月 日

作 成 者 名

１ 工 事 件 名

示達番号 示達月日 示達金額 備 考
２ 工 事 予 算

３ 工 事 内 容

４工 事 規 模 人・日 ５ 工 期
～

６訓 練 課 目

７工 事 費 内 訳 金 額 数 量 ・ そ の 他

輸 送 費

直 接 材 料 費

間 接 材 料 費

燃 料 費

そ の 他 経 費

合 計

（ 残 予 算 ）

８ 参 考

（注）工事規模の算定は、土木工事等の受託及び実施に関する訓令（昭和 30
年訓令第 1 6号）第３条第 11項の規定によるものとする。


